
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

2011 年 12 月に本協会監修による「精神障害者の成

年後見テキストブック」（以下、「本書」）が中央法規出

版株式会社より刊行されました。 

 本書の刊行意図は次の２点です。１点目は、精神障

害者を対象とした成年後見人等が、被後見人等の疾患

疾病・障害特性や置かれている社会状況を理解し、成

年後見活動を行うことの意義について広く認識を深め

てもらうことです。２点目は、本協会が2007年から取

り組みを始めている認定成年後見人養成研修の基本テ

キストとして活用することです。 

本書は、主に、本協会のクローバー運営委員を中心

としたメンバーが編集・執筆を担当し、精神障害者に

ついて、「後見人等が必要とされる理由」、「生活のしづ 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

らさと支援のポイント」、「後見業務の実際（Ｑ&Ａ）」、

「支える資源」、の４章で構成されています。 

さまざまな課題を抱えている我が国の成年後見制度

にあって、その中でも必要とされる人に適切かつ必要

な支援を届けることの意義を提示し、なおかつ豊富な

事例による多様な後見業務を紹介している本書には、

ソーシャルワーカーたる精神保

健福祉士だからこその視点がち

りばめられています。 

多くの方々に読みかつ活用し

ていただきたい一書です。 

（文責 木太） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          2012年 3月発行

           第 8号

  社団法人日本精神保健福祉士協会

     〒160-0015 東京都新宿区大京町23番地3 

四谷オーキッドビル７階 

TEL.03-5366-3152＼FAX.03-5366-2993  News

ピーで対応してもらうように交渉されたそうです。更

に、健康保険証の住所変更等もしたのですが窓口によ

っては、「登記事項証明書」を見せても、不審がられた

と言います。まだまだ、成年後見制度の周知がなされ

ていないという事なのかもしれません。 

 木村さんの今の悩みは、お２人ともとても無口な方

（？）なので、面会に行ってもなかなか話をしてくれ

ない事です。また、預金もあり障害年金も受給されて

いるのですが、なかなかお金を使わない、むしろ節約

しなくてはいけないという思いを持たれているのも悩

みの種といいます。夏にはドライブ等の院外活動もあ

るようですが、ご本人は行きたくないと言ってさらに

木村さんを悩ませているそうです。いつも新しいタオ

ルをそろえてもらったり、車いすが必要になった時に

は、ご本人が使いやすいオーダーに近いものを購入し

たりと、できるだけご本人のためにお金を使うよう工

夫をしています。 

 手術をするときや骨折したときなど、夜でも病院に

かけつけ、「病院のソーシャルワーカーではできない、

踏み込んだ支援ができること」が魅力だと語っていま

す。 

「やってよかった。いい勉強をさせてもらっている。」

と語られていたのが印象的でした。（文責 安部） 

大変だけど、やってよかった 

 —木村良子氏へのインタビューから—

今回は熊本で受任されている木村良子さんのご紹

介をします。 

木村さんは精神科病院のソーシャルワーカーとし

て長年活躍されてきた中で、「高齢の両親と当事者の

今後をどう考えたらよいのか？生活の面、とくに金銭

管理面などで支援をしないといけない方も多いが、ご

家族だけで援助するのには限界があるのではない

か。」という思いを持たれ、第 1 回の認定成年後見人

養成研修を受講されました。 

ご自身も後見業務の具体的なイメージがわかない

うちに、2010 年の５月に２人の方の後見人に就任さ

れました。お二人とも精神科病院に長期入院されてい

る方だそうですが、今村クローバー運営委員長からの

「僕がサポートするから大丈夫です」と言葉を信じて

引き受けられたとのことです。 

木村さんが２人の後見人に就任されてまず大変だ

ったのが、通帳の名義変更だったそうです。最初は言

われるがまま「登記事項証明書」の原本を提出してい

たのですが、それでは何通あっても足りないと、その

後の役所での手続き（住民票を異動する事務）ではコ

 

中央法規出版株式会社よ

り、定価 2,600 円（税別）に

て販売中です！ 

「精神障害者の成年後見テキストブック」 

をご紹介します！ 



編集後記 

  
  

   

 

登録・受任状況 

            （2012 年 3 月 29 日現在） 

  

 

 

 

１）名簿登録者 ：61 名  

 

ブロック 人数 都道府県支部内訳 

北海道ブロック   4 北海道 4 

東北ブロック     1 福島 1 

関東・信越ブロッ

ク   

28 栃木 1、群馬 1、埼玉 6、千葉

2、東京 12、神奈川 4、長野 2

東海・北陸ブロッ

ク    

6 岐阜 1、静岡 1、愛知 4 

近畿ブロック     7 大阪 2、兵庫 4、和歌山 1 

中国ブロック     4 鳥取 1、島根 1、広島 2 

四国ブロック     2 愛媛 1、高知 1 

九州・沖縄ブロッ

ク   

9 福岡 4、佐賀 1、熊本 1、沖縄

3 

 

 

２）認定成年後見人ネットワーク クローバー 受任状況

（2012 年３月 29 日現在） 

 

○受任状況 

成年後見人受任に関する相談 38 件 

     ⇒内 正式受任  22 件 

（北海道１、埼玉１、千葉１、東京１１、神奈

川１、岐阜１、愛媛１、福岡３、熊本２） 

         受任調整中  ３件（東京２、福岡１） 

 

３）認定成年後見人ネットワーク クローバー 活動状況

（2011 年 12 月 2１日～2012 年３月 29 日） 

１月 16 日  2011 年度第４回クローバー運営委員会 

１月 28 日 精神保健福祉士と弁護士との連携をめざして

～精神障害者の権利擁護充実のために～ 

（日本弁護士連合会との共催事業）（齋藤委員） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥委員紹介♥  岩崎 香さん 

 

 

 皆さん、こんにちは。 

私が委員長を拝命してきた 

権利擁護委員会は、そもそも 

日本社会福祉士会が積極的に 

成年後見人養成に取り組み始 

めたことに刺激を受けて立ち 

上がった委員会でした。精神 

障害のある方たちの成年後見人として本協会でも養成

を検討するということが当時の委員会のひとつの役割

だったのです。権利擁護委員会の中における「プロジ

ェクト」での検討からかかわらせていただいており、

クローバーが発足し、少しずつですが、受任件数が増

えてきていることをとてもうれしく思っています。 

 私はもともと協会の顧問弁護士でもある池原弁護士

が主催するＮＰＯをお手伝いしてきました。成年後見

制度ができる以前からのことで、当時は、精神障害の

ある方で、委任後見契約を結んだ方への支援を行って

いました。現在もおひとりの方を担当しています。ま

た、成年後見人養成の関係で、東京家裁にお世話にな

った際に頼まれた方の代理権のある保佐人も担ってい

ます。 

そうしたかかわりを考えますと、成年後見制度のと

りもつ縁というのは不思議なものだと思います。家庭

裁判所の裁定がおりることによって、突然、その人の

生活の根幹にかかわることになるのですから…。 

私自身も何年たっても実は手探りで、自分のやって

いることが適切なのかどうか、迷う場面もあります。

たくさんの構成員が参加してくれるようであれば、事

例検討ができればいいなと思う今日この頃です。私た

ち、支える人も何かに支えられて生きているんですよ

ね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災から 1 年が経ちました。 
 私は就労継続支援事業A 型の喫茶店で非常勤をしています。震災の時にはビルにいた人たちに、喫茶店

を解放したのですが、その中に児童施設の職員、児童、父兄の皆さんがいて、先日、その時のお礼にと卒

業のお茶会で店を使ってくださいました。まだまだ復興とは言えない状況の中、ちょっと心温まった時間

でした。 
 認定成年後見人ネットワーク クローバーＮＥＷＳも第８号を迎えました。委員の交代もあるので、担

当の変更があるかもしれませんが…お読みくださっていた皆様、ありがとうございました。（岩崎香） 
         


